
営業時間

開店時間
特定販売時間
医薬品販売時間
要指導販売時間
第一類販売時間

開始１ 終了１ 開始２ 終了２ 開始３ 終了３ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

営業時間 9:00 22:00

開店時間 9:00 19:00

特定販売時間 9:00 22:00

医薬品販売時間 9:00 19:00

要指導販売時間 9:00 19:00

第一類販売時間 9:00 19:00

薬剤師の勤務時間 9:00 22:00

登録販売者の勤務時間 9:00 22:00

営業時間 9:00 22:00

開店時間 9:00 12:00 13:00 17:00

特定販売時間 9:00 22:00

医薬品販売時間 9:00 12:00 13:00 17:00

要指導販売時間 9:00 12:00 13:00 17:00

第一類販売時間 9:00 12:00 13:00 17:00

薬剤師の勤務時間 9:00 17:00

登録販売者の勤務時間 9:00 12:00 13:00 22:00

営業時間 9:00 12:00 13:00 17:00 18:00 21:00

開店時間 9:00 12:00 13:00 17:00 18:00 21:00

特定販売時間

医薬品販売時間

要指導販売時間

第一類販売時間

薬剤師の勤務時間 9:00 12:00 13:00 17:00 18:00 21:00

登録販売者の勤務時間 9:00 12:00 13:00 17:00 18:00 21:00

営業時間 9:00 17:00

開店時間 12:00 17:00

特定販売時間 9:00 17:00

医薬品販売時間 12:00 17:00

要指導販売時間

第一類販売時間 15:00 17:00

薬剤師の勤務時間 9:00 17:00

登録販売者の勤務時間 15:00 17:00

営業時間 9:00 22:00

開店時間 9:00 19:00

特定販売時間 9:00 22:00

医薬品販売時間 9:00 19:00

要指導販売時間 9:00 19:00

第一類販売時間 9:00 19:00

薬剤師の勤務時間 9:00 22:00

登録販売者の勤務時間 9:00 22:00

営業時間 9:00 22:00

開店時間 9:00 19:00

特定販売時間 9:00 22:00

医薬品販売時間 9:00 19:00

要指導販売時間 9:00 19:00

第一類販売時間 9:00 19:00

薬剤師の勤務時間 9:00 22:00

登録販売者の勤務時間 9:00 22:00

営業時間

開店時間

特定販売時間

医薬品販売時間

要指導販売時間

第一類販売時間

薬剤師の勤務時間

登録販売者の勤務時間

実店舗が開店している時間

日

金

木

水

火

各時間帯の開始時間と終了時間
例）9時に営業開始し、12時から15時まで休憩し、再度営業し、21時に終了する場合
　　　開始１→9:00　終了１→12：00　開始２→15：00　終了２→21：00

開始、終了

用
語
説
明

実店舗が開店している時間＋実店舗を閉店し特定販売のみを行う時間

土

月

第一類医薬品を販売又は授与する開店時間

インターネット等により一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品（毒・劇薬除く）を販売する時間

要指導医薬品又は一般用医薬品（第一類、第二類又は第三類類医薬品）を販売する開店時間

要指導医薬品を販売又は授与する開店時間

営業状況等



管理者及びその他薬剤師の氏名、住所、週当たり勤務時間数等

薬

剤

師

調剤に従事する
勤務時間

要指導又は一般用医薬品の
販売に従事するの勤務時間

種
別

時間 分 時間 分 時間 分

氏名 住　所

薬剤師名簿の登録番号

開店時間内の内数

管
愛知　太郎 名古屋市中区三の丸○○

40 0 40 0 40 0

登録年月日　

薬剤師名簿の登録番号　：　第 1111111 号 登録年月日　： 平成２年　　１月　　１日　

1
春日井　花子 春日井市柏井町○○

薬剤師名簿の登録番号　：　第 2222222

0 32 0

号 登録年月日　： 昭和５０年　　４月　１日　

2
千種　正男 名古屋市千種区上野町○○

薬剤師名簿の登録番号　：　第 400000 号 登録年月日　：

16 30 16 30 16 30

昭和４０年　５月　　１日　

3

32 0 40

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
4

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
5

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
6

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
7

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
8

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
9

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
10

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
11

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
12

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
13

薬剤師名簿の登録番号　：　第 号 登録年月日　： 年　　月　　日　
14

88 時間 88 時間

（　薬局のみ記載　）　

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令

総取扱処方
箋枚数（Ａ）

8000 枚

（眼科・耳鼻咽喉科・歯科）×２／
３＋その他の診療科   新規の場
合は、一日平均取扱処方箋数の

見込

合計
⑪

30 分 96 時間 30 分 30 分

前年において業務を行った日数（Ｂ）
（新規の場合は、｢１｣を入力）

200 日

⑫

一日平均取
扱処方箋数
（Ａ／Ｂ）

40.00 枚
この薬局で定める就業規則に基づく薬

剤師の勤務時間
（32時間未満の場合は、32時間とする）

40 時間／週

2.2 名
一日平均取扱処方箋数40枚毎の

必要薬剤師数
⑭ 1 名 調剤に従事する薬剤師の員数 ⑮

薬剤師の名簿

 ３／４



氏名 住　所
種
別

販売従事登録の登録番号 登録年月日　

研
修

開店時間内の内数

時間 分 時間 分

管

管理者及びその他登録販売者の氏名、住所、週当たり勤務時間数等

登

録

販

売

者

一般用医薬品の販売に従事する勤務時間

研
修
中

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

2
豊川　三郎 豊川市諏訪三丁目○○

40 0 40

0
販売従事登録の登録番号　： 23 － 17 － 10054 登録年月日　： 平成29年11月1日

1
半田　次郎 半田市出口町１丁目○○

40 0 40

0
販売従事登録の登録番号　： 23 － 14 － 10056 登録年月日　： 平成26年12月1日

4

3

登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

0
販売従事登録の登録番号　： 11 － 99 － 11111 登録年月日　： 　　令和元年５月１０日　　

名古屋　一郎 名古屋市中区三の丸○○
40 0 32

販売従事登録の登録番号　： － －

5

販売従事登録の登録番号　：

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

－ － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

8

7

－ 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

6

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

販売従事登録の登録番号　： －

9
販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

12

11

－ 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

10

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

販売従事登録の登録番号　： －

14

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　
13

合計

80 時間 0 分 72 時間

販売従事登録の登録番号　： － － 登録年月日　： 　　年　　月　　日　　

0 分

⑬

登録販売者の名簿

 ４／４



薬局医薬品、要指導又は一般用医薬品の情報提供・指導、販売のための
業務【取り扱い品目についてのみ】

適

39時間00分 ≧　42時間00分　÷　２

薬局
（店舗）

第1条第1項第15～17号
第2条第1項第９号

以下の業務に係る指針の策定、従事者に対する研修の実施、その他必要な措置が講じられてい
る

調剤業務の医療安全の確保【店舗販売業は非該当】 適

調剤された医薬品の情報提供・指導その他の調剤業務【店舗販売業は非
該当】

適

薬局
（店舗）

第1条第1項第14号
（第2条第1項第８号）

｢第一類医薬品販売時間｣が｢医薬品販売時間｣の二分の一以上 ⑥　≧　④／
２ 適

⑤　≧　④／
２

④　≧　②／
２ 適

42時間00分 ≧　52時間00分　÷　２

薬局
（店舗）

第1条第1項第12号
（第2条第1項第６号）

要指導又は第一類医薬品の販売に従事する薬剤師の勤務時間数の総和を要
指導又は第一類医薬品の情報提供・指導を行う場所で除した数　≧　要指導又
は第一類医薬品を販売する｢開店時間｣

⑫／（⑧＋
⑨） ≧ ⑦ 適

適

37時間00分 ≧　42時間00分　÷　２

96時間30分　／ 1 か所　≧　39時間00分

薬局
（店舗）

第1条第1項第13号
（第2条第1項第７号）

｢要指導販売時間｣が｢医薬品販売時間｣の二分の一以上

薬局
（店舗）

第1条第1項第10号
（第2条第1項第４号）

要指導又は一般用医薬品の販売に従事する薬剤師及び登録販売者の勤務時
間数の総和を医薬品の情報提供・指導を行う場所で除した数　≧　｢医薬品販
売時間｣

（⑫＋⑬）／
（⑧＋⑨＋
⑩）≧　④

適

176時間30分　／ 1 か所　≧　42時間00分

薬局
（店舗）

第1条第1項第11号
（第2条第1項第５号）

｢医薬品販売時間｣が｢開店時間｣の二分の一以上

薬局 第1条第1項第6号
調剤に従事する薬剤師の勤務時間数の総和　≧　｢開店時間｣

⑪　≧　② 適
88時間30分　≧　52時間00分

適

薬局
（店舗）

第1条第1項第４号
（第2条第1項第２号）

第二類又は第三類医薬品を販売する薬局（店舗）の｢営業時間｣の内、第二類又は
第三類医薬品を販売する時間は、常時、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登
録販売者が勤務している

適

薬局
（店舗）

第1条第1項第5号
（第2条第1項第３号）

｢営業時間｣又は営業時間外で相談を受ける時間内は、情報の提供・指導を行うた
めの体制を備えているか

適

39時間00分

か所

薬局 第1条第1項第２号

調剤に従事する薬剤師の員数≧一日平均取扱処方箋数／40
　（ただし、眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋数は三分の二のを乗じた数。新規の薬局は見込みの
数。）

⑮　≧　⑭ 適

2.2名　≧　1

薬局
（店舗）

第1条第1項第３号
（第2条第1項第1号）

要指導又は第一類医薬品を販売する薬局(店舗)の｢営業時間｣の内、要指導又は
第一類医薬品を販売する時間は、常時、医薬品の販売に従事する薬剤師が勤務し
ている

② 開店時間 52時間00分

⑥ 第一類販売時間 39時間00分

体制省令適合確認（時間については一週間の総和。販売には授与を含む。｢｣は用語説明を参照のこと。）

薬局 第1条第1項第１号 薬局の｢開店時間｣内は調剤に従事する薬剤師が常時勤務している 適

⑬
一般用医薬品の販売に従事
する登録販売者の勤務時間
数（研修中を除く）

80時間00分

⑤ 要指導販売時間 37時間00分
⑩
第二類、第三類医薬品のみ
（⑧、⑨以外の場所の数）

④ 医薬品販売時間 42時間00分

⑦
要指導又は第一類医薬品
販売時間

週当たりの時間の総和 情報提供設備の数 有資格者の勤務状況（一週間の総和）

① 営業時間 70時間00分
⑧

0

0

か所

か所

⑫
要指導又は一般用医薬品の
販売に従事する薬剤師の勤
務時間数

96時間30分

88時間30分

③ 特定販売時間 60時間00分
⑨
第一類医薬品（⑧以外の場
所）

要指導医薬品
⑪
調剤に従事する薬剤師の勤
務時間数

1

体制省令チェック


